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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社グループは、顧客価値の創造を通じて継続的な成長と企業価値の最大化を図るとともに、社会における企業の責務を認識し、積極的な企業
情報の提供により企業の透明性を高め、様々なステークホルダーとの間に長期的信頼関係を構築していくことをコーポレート・ガバナンスに関する
基本方針としております。

ステークホルダーの権利を重視し、また、社会的信頼に応え、持続的成長と発展を遂げていくことが重要であるとの認識に立ち、コーポレート・ガ
バナンスの一層の強化に努めております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

三井住友カード株式会社 2,988,200 14.67

株式会社三井住友銀行 2,987,800 14.67

丸山　弘毅 2,003,200 9.83

来田　武則 2,003,100 9.83

Pleiad-Minerva Japan Growth Opportunities L.P. 975,300 4.79

神澤　順 595,700 2.92

FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 525,000 2.58

QR2号ファンド投資事業有限責任組合 420,000 2.06

インフキュリオン従業員持株会 348,700 1.71

SBI Ventures Two株式会社 287,600 1.41

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

大株主の状況は、当社指定販売先への売付け（親引け）等、上場に際して行った公募・売出しの状況を、当社が把握可能な範囲で反映したもので
あり、親引け先を除き、当該公募・売出しによって株式を取得した株主の状況は反映しておりません。

３．企業属性



上場取引所及び市場区分 東京 グロース

決算期 3 月

業種 情報・通信業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

当社は、株式会社三井住友フィナンシャルグループの持分法適用関連会社であり、当該社は子会社である株式会社三井住友銀行および三井住
友カード株式会社（以下、「SMBCグループ」という。）を通じて当社議決権の29％を所有するその他の関係会社であります。

当社は、SMBCグループにおける業務執行者１名を社外取締役として選任しておりますが、当社は、SMBCグループとの資本業務提携契約におい
て、当社の経営理念、経営方針、経営の自主性及び独立性を尊重することで合意しております。また、当社は独立社外取締役を２名、独立社外監
査役を２名選任し、当該役員が独立した立場で適切な業務執行および監督を行うことにより、その他の関係会社と少数株主の間の利益相反が生
じないよう監督しております。

当社はSMBCグループとの間で、BtoB事業者向け決済・金融事業領域とBtoC事業者向け決済・金融事業領域において共同事業を行うことを目的
として資本業務提携契約を締結しておりますが、当社の事業展開については、業務執行取締役を中心とした経営判断のもと独自に意思決定をし
て業務を執行しております。また、当社の営業取引における当該社への依存度は低いことからも、当社の独立性は十分に確保されているものと判
断しております。



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 7 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

重富　隆介 他の会社の出身者

富岡　圭 他の会社の出身者 ○

徳田　勝之 他の会社の出身者 ○ ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他



会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

重富　隆介 ○ ―――

国内外の金融業界や資本市場において豊富な
知見を有し、また、大手金融機関での経営者と
して豊富な経験と人脈を有していることから、社
外取締役として選任しております。

同氏は、企業価値向上へのインセンティブを目
的として当社の株式を30,000株及び新株予約
権を50個保有しておりますが、当社と同氏の間
にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重
要な取引関係その他の利害関係がないことか
ら、一般株主との利益相反の生じる虞はないと
判断し、独立役員として指定しております。

富岡　圭 ○

当社の取引先であるSansan株式会社の
取締役であります。同社と当社の間には
ペイメントプラットフォーム事業に関する取
引関係がありますが、2025年3月期におけ
る同社との取引実績は当社連結売上高
の１％未満と僅少であります。

大企業向けSaaS領域やプラットフォームビジネ
スにおいて豊富な知見を有し、また、上場会社
での経営者として営業、組織運営、プロダクト
設計等の分野で豊富な経験を有していることか
ら、社外取締役として選任しております。

同氏は、企業価値向上へのインセンティブを目
的として当社の株式を30,000株及び新株予約
権を50個保有しておりますが、当社と同氏の間
にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重
要な取引関係その他の利害関係がないことか
ら、一般株主との利益相反の生じる虞はないと
判断し、独立役員として指定しております。

徳田　勝之 　
当社の主要株主かつ取引先である三井
住友カード株式会社の代表取締役専務執
行役員であります。

銀行・クレジットカード会社等の金融・決済業界
での豊富な実務経験を有し、当社グループの
事業に豊富な知見を有していることに加え、経
営者として幅広い見識を有していることから、
社外取締役として選任しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役と内部監査室は、定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行っており、監査計画及び監査結果等について共有し、業務改善
に向けた協議を行うなど、監査の実効性及び効率性の向上を図っております。

監査役と会計監査人は、定期的に会合を持ち、会計監査及び業務監査結果を共有し、積極的な連携により、監査の品質向上及び効率化に努め
ております。加えて、会計監査人及び内部監査室と連携して会社の内部統制状況について監視するとともに、問題点の把握・改善勧告等を日常
的に行い、監査機能がより有効・適切に機能するよう努めております。

監査役、内部監査室及び会計監査人は、四半期に１回面談を実施することにより、監査実施内容や評価結果等固有の問題点の情報共有、相互
の監査結果の説明及び報告に関する連携を行い、監査の質的向上を図っております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名



社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

品川　広志 弁護士

本行　隆之 公認会計士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

品川　広志 ○ ―――

弁護士として企業法務に精通し、その専門家と
しての豊富な経験、法律に関する高い見識等
を有していることから、社外監査役として選任し
ております。

同氏は、企業価値向上へのインセンティブを目
的として当社の新株予約権を4個保有しており
ますが、当社と同氏の間にはそれ以外に人的
関係、資本的関係又は重要な取引関係その他
の利害関係がないことから、一般株主との利益
相反の生じる虞はないと判断し、独立役員とし
て指定しております。

本行　隆之 ○ ―――

公認会計士・税理士として財務及び会計に関
する豊富な知識や経験を有していることから、
社外監査役として選任しております。

同氏は、企業価値向上へのインセンティブを目
的として当社の新株予約権を4個保有しており
ますが、当社と同氏の間にはそれ以外に人的
関係、資本的関係又は重要な取引関係その他
の利害関係がないことから、一般株主との利益
相反の生じる虞はないと判断し、独立役員とし
て指定しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

当社は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を勘案したうえで、独立性を確保できる候補者を選任することとしており、コーポ
レート・ガバナンスの向上に資する者を選任することとしております。



【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

当社に対する経営参画意識を高め、企業価値向上へのインセンティブを一層高めるとともに、優秀な人材を確保することを目的としてストックオプ
ション制度を導入しております。

ストックオプションの付与対象者
社内取締役、社外取締役、社内監査役、社外監査役、従業員、子会社の取締役、子会社
の執行役、子会社の従業員

該当項目に関する補足説明

当社の企業価値を高めるために、業績向上に対する意欲や士気を一層高めることを目的とし、当社の役職員等に対してストックオプションを付与
しております。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

報酬額の総額が１億円以上の者は存在しないため、個別報酬の開示はしておりません。

取締役（社外取締役を除く。）及び社外役員の報酬等は、それぞれの区分ごとの総額で開示しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

取締役の報酬は、株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内において、取締役会により、経営環境、経営能力及び功績などを勘案し決定して
おります。

監査役の報酬は、株主総会において承認された報酬限度額の範囲内において、監査役会により、法令等に定める監査役機能を十分に果たすた
めに必要な報酬額を協議し決定しております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外役員へのサポートは、経営企画部で行っております。取締役会の資料は、原則として経営企画部より事前配付し、社外役員が十分な検討を
する時間を確保するとともに、必要に応じて事前説明を行っております。また、社外監査役に対しては、常勤監査役より監査役会の資料の事前配
付及び監査役監査、会計監査、内部監査間の情報共有を促進しております。



２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

a.取締役会

取締役会は、取締役７名（内、社外取締役３名）で構成され、経営に関わる重要事項並びに「定款」及び「取締役会規則」にて定めた取締役会決議
事項について審議・決定するほか、業務執行を監督しております。

また、当社は、取締役会が、業務執行に係る権限の一部を執行役員に委任し、その監督を通じて経営の監督を行う体制としております。執行役員
は12名おり、うち３名は取締役と兼任しております。

b.監査役会

監査役会は、監査役３名（内、社外監査役２名）で構成され、各監査役は、独立的な立場から、取締役の業務執行について監査を行い、また必要
に応じて各取締役会に対し意見を述べる体制となっております。また、会計監査人及び内部監査人と緊密な連携を図ることで監査役監査の効率
性と有効性を高めるよう努めております。

c.会計監査人

当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、独立した立場から会計監査を受けております。

d.インフキュリオングループ経営会議

当社は、経営における意思決定の迅速化および効率化を目的として、原則として週に１回の頻度でインフキュリオングループ経営会議を開催して
おり、当社グループの経営全般に関する取締役会の権限委譲を受けた範囲において、職務権限規程に従い業務執行議案の決議を行っておりま
す。インフキュリオングループ経営会議は、当社の常勤取締役、売上高10億円以上の当社子会社代表取締役により構成されており、常勤監査役
はオブザーバーとして参加しております。

e.内部監査室

当社は、代表取締役社長直属の内部監査室を設置しており、現在、専任２名の体制としております。内部監査は、当社グループにおける全ての事
業活動が、経営の意図通りに運営されていることを監査によって確実とすることを目的として活動しております。

f.リスク・コンプライアンス委員会

当社は、当社グループが経営のミッションを果たし継続的に社会貢献を行っていくために、リスクを収益の源泉として捉え、そのマイナスの影響を
抑えながらリターンの最大化を追求していくことを目指しており、この全社的なリスク及びコンプライアンスのマネジメントを的確に行う目的でリスク・
コンプライアンス委員会及びその下部組織となるリスクコンプライアンスオーナー会議を設置しております。

リスク・コンプライアンス委員会は、委員長である当社代表取締役社長をはじめ、当社業務執行取締役、当社最高情報セキュリティ責任者、当社
子会社の代表取締役社長を常任委員とし、当社執行役員並びに当社子会社の業務執行取締役及び執行役員を非常任委員として構成しておりま
す。また、委員とは別に監督的な立場として常勤監査役がリスク・コンプライアンス委員会に出席しております。リスク・コンプライアンス委員会は、
原則として四半期に１回の開催に加え、必要に応じて随時開催しております。

また、リスクコンプライアンスオーナー会議は、リスクコンプライアンスオーナーである当社及び当社子会社の各事業部門や管理部門の責任者で
ある部長（または部長が任命する場合は副部長）・室長・ユニット長により構成され、原則として毎月１回開催しております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、取締役会の構成において、独立した立場の社外取締役を置き、経営の客観性と透明性を確保しております。また、執行役員制度の導入
によって、業務執行と監督機能の分離、経営責任の明確化、意思決定の迅速化を図っております。

監査役会は、社外監査役が過半数を占めており、独立した客観的な立場から経営者に対して意見を述べ、監督していくことが可能な体制となって
おります。さらに会計監査人及び内部監査人との連携を密にすることで経営の執行に対する監査の有効性及び効率性を高め、監督を強化してお
ります。

現在のコーポレート・ガバナンス体制において、これらの機関が相互に連携することにより、経営の健全性及び透明性を維持し、かつ内部統制及
びコンプライアンス遵守の徹底を確保できるものと判断し、現在の体制を採用しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
株主総会の議案に対する十分な検討時間を確保できるように、招集通知の早期発送に努
めてまいります。

集中日を回避した株主総会の設定
より多くの株主の皆様に出席いただくため、他社の集中日を避けた開催となるように努め
てまいります。

電磁的方法による議決権の行使 今後検討すべき事項として考えております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

今後検討すべき事項として考えております。

招集通知（要約）の英文での提供 今後検討すべき事項として考えております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
上場後は、「ディスクロージャーポリシー」を定め、これを当社ウェブサイトに掲
載しております。

個人投資家向けに定期的説明会を開催 今後の定期的な開催を検討してまいります。 あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

今後の定期的な開催を検討してまいります。 あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催 今後の定期的な開催を検討してまいります。 あり

IR資料のホームページ掲載
当社ウェブサイトのIRページに決算短信、有価証券報告書、適時開示資料等
の株主や投資家の皆様にとって有用な情報を掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 経営企画部をIR活動の担当部署としております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

上場後は、「ディスクロージャーポリシー」を当社ウェブサイトにて掲載する定でありますが、
当社のステークホルダーに対する情報提供に係る方針は下記の通りであります。

当社は、金融商品取引法、東京証券取引所の適時開示規則等の関連法令及び規則に従
い、株主や投資家をはじめとする全てのステークホルダーの皆さまに対して、透明性、公平
性、継続性を基本とした迅速な情報開示を行います。

また、諸法令や適時開示規則に該当しない場合でも、当社を理解していただくために有用
と判断した情報については、積極的な情報開示に努める方針であります。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業
務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制」（内部統制システム）に関し、取締役会に
おいてその基本方針を定め、これに基づいて内部統制システム及びリスクマネジメント体制の整備を実施しております。

その概要は以下の通りであります。

a.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

イ.当社では、取締役会を、原則、毎月１回開催し、社長等から職務の執行の状況につき報告を求めます。また、監査役は、「監査役監査基準」に
基づき、取締役の職務の執行を監査します。

ロ.当社グループにおける全ての事業活動が、経営の意図通りに運営されていることを監査によって確実とするため、社長直轄の内部監査部門を
設置し、「内部監査規程」を制定し、当社及びグループ会社の監査を行います。

ハ.当社は、当社グループの役職員による、コンプライアンス違反や不正行為等を早期に発見し、速やかに取締役会に報告します。またその体制
の強化を図るために「コンプライアンスポリシー」を制定します。また、「内部通報規程」を制定し、社内外にコンプライアンス・ホットライン窓口を設
置し、コンプライアンス違反等を未然に防止する体制を推進します。なお、当該制度において、情報提供者に対し、内部情報の提供を理由とするい
かなる不利な取扱いも行わないことを厳守します。

ニ.当社は、取引を含めた反社会的勢力との一切の関係を遮断し、警察、弁護士等の外部機関、業界団体及び地域社会との連携強化を図り、組
織としての対応に努めます。また、「反社会的勢力対策規程」を制定し、関係法令に準拠しつつ、当該の対策を強化していきます。

b.当社グループにおける損失の危険の管理に関する規程その他の体制

イ.当社は、「Vision」を実現するために、リスクを収益の源泉として捉え、そのマイナスの影響を抑えながら、リターンの最適化を追求していくため、
「リスクマネジメント細則」を制定し、当社グループにおけるリスクマネジメントを行い、当社グループの事業リスクを定期的に分析・評価の上、重点
的に対処すべきリスクを抽出し、当該リスクの影響等を最小化するための体制を整備します。

ロ.当社は、緊急事態の発生に際して被害と損害を最小とするために「緊急事態対策規程」を制定し、速やかに事態を把握し、迅速かつ適切に対
処する体制を整備します。

c.取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

イ.当社は、「取締役会規則」を定め、取締役会を円滑かつ有効に運用するものとします。

ロ.当社は、「執行役員規程」を定め執行役員制度を採用し、取締役の業務の執行に係る一部の権限を執行役員に委譲することにより、経営の効
率化を図ります。

ハ.当社は、効率的な取締役の職務執行を確保するため、取締役会にて各取締役及び執行役員について決定し、また、「職務権限規程」及び「業
務分掌規程」を制定し、それぞれの職務権限及び主たる業務分担を定めます。

二.当社は、当社グループにおける重要な業務執行の決定を迅速かつ適正に行うため、「稟議規程」を制定し、職務権限等に応じた意思決定に関
する運用の最適化に努めるほか、経営の諮問機関等を行う会議体として、社長を議長とする取締役及び執行役員による経営会議並びに目的に
応じた委員会等の会議体を設置し、迅速かつ慎重な審議により業務執行の決定を行うものとします。

d.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

イ.当社では、取締役会、経営会議その他の重要な会議の議事録、並びに稟議書、決裁書その他の重要な決裁や判断の詳細の検証を可能とする
ため、厳格に記録（電磁的媒体を含む）し、また、取締役、監査役その他の関係者が、適宜、上記の書類等を閲覧できることとします。

ロ.当社は、「情報セキュリティポリシー」並びに「機密管理規程」等の情報資産に係る諸規程を制定し、適正かつ法令に準拠した社内文書その他
情報資産の記録、保存及び管理等について定めます。

e.当社及び当社グループ各社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

イ.当社は、グループ各社の業務の適正を確保するために、本基本方針に基づく内部統制を推進するとともに、当社の「Vision」、[Mission」、「Value
s」を浸透させ、これを基盤に当社とグループ各社との総合的な事業の発展を図ります。

ロ.グループ各社との業務の円滑化と適正化を図るため「関係会社管理規程」を制定し、状況に応じて、各社に取締役及び監査役を派遣して経営
を把握し、本基本方針に基づく業務の適正が確保されるよう努めます。また、各社における経営上の重要事項に関しては、各社の事業内容・規模
等を考慮の上、原則として、各社に当社の事前承認を要する事項や当社への報告を要する事項を定めます。

ハ.当社は、グループ各社における内部統制システムの整備及び運用を支援し、状況に応じてその管理に当たり、グループ各社への教育・研修の
実施などにより内部統制システムの整備を図ります。

二.当社は、当社各部門及びグループ各社の責任者が、それぞれの重要な業務の適正性及び信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制
の基本方針」、「コンプライアンスポリシー」、「予算管理規程」、「リスク・コンプライアンス委員会規程」、「リスクマネジメント細則」、「マネジメントシス
テム規程」等の方針並びに規程を制定し、重要な内部統制システムについて定期的に検証し、改善するなどの体制を整備します。

ホ.当社は、当社グループの役職員が、経営の意図に沿って業務を執行し、それぞれの重要な業務の適正性及び信頼性を確保するため、経営方
針並びに必要に応じて重要な決定事項等を当社グループの役職員に対して適時に示達、共有するものとします。

へ.内部監査部門は、当社各部門及びグループ各社の監査を実施し、それぞれの内部統制の構築状況について、取締役会に報告します。

f.監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項

イ.当社では、監査役がその職務を補助するための従業員を置くことを求めた場合、従業員を設置するものとします。また、監査役は、監査業務に
必要な事項について当該従業員に指揮・命令することができるものとします。

g.監査役の職務を補助すべき従業員の取締役からの独立性及び指示の実効性の確保に関する事項

イ.監査役の職務を補助すべき従業員は、当該職務を行うに当たっては、監査役の指揮・命令のみに服し、取締役、執行役員その他の従業員の指
揮・命令は受けないものとします。当該従業員に対する人事考課、異動、懲戒処分等の人事権の行使については、事前に監査役と協議を行い、
監査役の同意を得た上で、これを行うものとします。

h.当社並びにグループ各社の取締役及び従業員等が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

イ.当社の取締役、執行役員及び従業員並びにグループ各社の取締役、監査役、従業員等は、当社又はグループ各社に著しい損害、重大な影響
を及ぼす恐れのある事実等があることを発見したときは、速やかに直接又は主管部門を通じて、当社の監査役に報告するものとします。また、監
査役は、その必要に応じ随時に、当社及びグループ各社の取締役等に対し、報告を求めることができるものとします。

ロ.「内部通報規程」に準じ、監査役へ報告を行った者に対しても、当該報告をしたことを理由に、いかなる不利な取扱いも行ってはならないものと



し、関係する取締役、執行役員及び従業員はこれを遵守するものとします。

i.監査役の職務の執行について生じる費用の前払又は償還手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に
関する事項

イ.監査役は、職務の執行に必要な費用について請求することができ、当社は当該請求に基づき支払いを行うものとします。

j.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

イ.当社の監査役は、当社及び子会社の取締役会、経営会議その他経営に関する重要な会議に出席し、経営において重要な意思決定及び業務
の執行状況を把握するとともに、意見を述べることができます。

ロ.取締役、執行役員及び従業員から説明を受け、関係資料を閲覧するものとします。

ハ.当社の社長は、当社の監査役と定期的に意見交換を行うものとします。

二.当社の監査役は、内部監査部門が定める内部監査に係る年度計画について事前に説明を受け、その修正等を求めることができる。また、内部
監査の実施状況について適宜報告を受けるものとします。

ホ.当社の監査役は、外部監査人から必要に応じて会計の内容につき説明を受けるとともに意見交換を行い、効率的な監査のために連携を図るも
のとします。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社グループは、役職員の平素からの対応や事案発生時の組織対応等の基本事項を定めた「反社会的勢力対策規程」を制定しており、企業の
社会的責任として、反社会的勢力との取引を含めた一切の関係の遮断の実践を徹底し、役職員への周知徹底を図っております。なお、当社グ
ループ及び役職員は、現在までに反社会的勢力との関係は一切ありません。

当社における反社会的勢力の排除・防止は、コンプライアンス事項を主管する経営管理部が中心となり、関係部門と連携の上、反社会的勢力等と
の関係を遮断するための取組みを支援し、以下の運用を行っております。

新規取引先等については、「反社会的勢力調査要領」に基づき、新聞記事検索サービスの日経テレコン及びインターネット検索等を用いて情報収
集を行い、事前にチェックを行っております。継続取引先については、定期的に取引先全社の調査を行う運用となっております。

また、取引先に同意いただく利用規約や取引先との間で締結する基本契約書では、取引先が反社会的勢力であることが判明した場合には、契約
を解除できる旨の暴力団排除条項を盛り込んでおります。

なお、当社は不当要求防止責任者を選任・配置して、研修を受講させており、警察、暴力追放運動推進センター及び弁護士等の外部専門機関と
連携して、組織的な対応により、反社会的勢力との関係排除の徹底を図ります。

Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無

買収への対応方針の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示手続きに関するフローの模式図を参考資料として添付しております。
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